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令和７年７月１日 

 

「指定通所介護」重要事項説明書 

 
 
 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方

が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも申請中であればサー

ビスの利用は可能です。 

 

１．事業者 

（１）法人名    社会福祉法人聖ヨゼフ会松阪 

（２）法人所在地  三重県松阪市小阿坂町１９８８－６ 

（３）電話番号   ０５９８－５８－０８５６ 

（４）代表者氏名  理事長  古林 睦敏 

（５）設立年月   昭和５４年４月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   

指定通所介護事業所・平成１２年１月３１日指定 三重県２４７０７００２６７ 

※当事業所は南勢カトリック特別養護老人ホームに併設されています。 

（２）事業所の目的  

介護保険法令に従い、利用者の要介護状態に応じて援助を行うと共に、個人の残存

機能を活用し日常生活の営みや行動への自立支援を行い、地域に根ざした保健と福祉

を総合的に提供する事業とします。 

（３）事業所の名称   南勢カトリックデイサービスセンター 

（４）事業所の所在地  三重県松阪市小阿坂町１９８８－６ 

（５）電話番号     ０５９８－５８－３１２５ 

   ＦＡＸ      ０５９８－５８－３１２９ 

（６）管理者 (事業所長) 氏名 鍛 野 優 一 

（７）開設年月        平成８年１月４日 

（８）利用定員        ３０人 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（三重県指定 第２４７０７００２６７号） 
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３．事業実施地域及び営業時間 

（１）事業実施地域 

   通常の事業実施地域は、旧松阪市と松阪市に合併した嬉野町。 

（２）営業日・営業時間等 

□営業日：毎週 月曜日～土曜日（但し、１２月３０日～１月３日までは除く。） 

□営業時間：午前８時００分～午後５時３０分 

     （サービス提供時間は、午前９時１５分～午後４時１５分） 

□休業日：毎週 日曜日 

     （台風などの自然災害時、感染症の集団発生時等 営業が困難と思われる

場合は、休業とさせて頂く場合があります。） 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サー

ビスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
 

職種 
常勤 非常勤 

兼務職種 
専従 兼務 専従 兼務 

１．管理者  １   生活相談員と兼務 

２．介護職員 ２ ２ ３  生活相談員 

３．生活相談員  ４   管理者 介護職員 

４．看護職員       ５ 機能訓練指導員 

５．機能訓練指導員    ５ 看護師 

６．運転手      １   

 

５．提供するサービスの内容 

 （１）日常生活に関するサービス 

①入浴（一般浴・機械入浴等） 

  ②食事、おやつ 

   ○食事は管理栄養士によってメニューや調理を提供します。 

   ○身体の状況に応じて食事の介助をさせていただきます。 

  ③排泄 

  ④その他必要な日常生活上の介助をさせていただきます。 

 （２）健康状態の確認 

   ○看護職員が血圧、検温他健康状態の確認をさせていただきます。 

 （３）機能訓練（日常生活動作訓練・個別機能訓練） 

   ○機能訓練指導員が対応させていただきます。 



 3

 （４）生活等に関する相談・助言 

 （５）送迎（ご家族による送迎も結構です。） 

   ○車椅子乗込み装置付車の専用車両で送迎をさせていただきます。 

 （６）その他 

   ○レクリエーション（ゲーム等を楽しんで頂けます。） 

   ○健康体操（音楽等に合わせて、椅子に座り無理のない運動を楽しめます。） 

   ○コーラス（馴染みの曲を皆で楽しく歌をうたいます。） 

   ○マッサージ（ご希望により有資格者による施術を受けて頂けます。） 

   〇リンパマッサージ（ご希望により足の施術を受けて頂けます。） 

 （７）利用者の介護内容は、対象者の心身の状況に応じて通所介護計画書を作成してサ

ービスを提供します。また、実施状況等も利用者及び家族にお知らせします。 

 （８）利用上、ご家族との連携を図り、望ましい介護サービスのため情報提供は、利用

者連絡ノートを使用します。 

 

６．利用料金 

（１）通所介護サービス利用料（1 日の利用料金） 

要介護認定において「要介護１～要介護５」と判定された方の通所介護利用料金です。 

区分 負担割合 １割  ※２割の方は×２ ３割の方は×３ 

 

基 

 

本 

算定時間 ３－４ ４－５ ５－６ ６－７ ７－８ 

要介護１ 370 円 388 円 570 円 584 円 658 円 
要介護２ 423 円 444 円 673 円 689 円 777 円 
要介護３ 479 円 502 円 777 円 796 円 900 円 
要介護４ 533 円 560 円 880 円 901 円 1,023 円 
要介護５ 588 円 617 円 984 円 1,008 円 1,148 円 

 

 

加 

 

算 

 １割 ※２割の方は×２ ３割の方は×３ 

入浴介助加算（Ⅰ） 40 円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 円／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56 円／日 

送迎未実施減算 －47 円／片道 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に 9.0％を乗じた金額 

※制度上利用料金の改訂があった場合や諸事情により提供時間が変更になった場合は時間

別に定められた単位により計算させて頂きますのでご了承下さい。 
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○加算についての説明 

 ・入浴介助加算（Ⅰ）とは、入浴中の利用者の観察を含む介助を行うとき加算できる。 

 ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）とは、介護福祉士が７０％以上か勤続１０年以上の

介護福祉士が２５％以上配置されている事業所が算定できる。 

 ・個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者毎に個別機能訓練加算計

画を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる。 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）とは、介護職員等の確保に向けて、処遇改善のための

措置を多くの事業所に活用されるよう推進する観点から今までの処遇改善を一本化し

たもの。 

 

（３）その他利用者負担 

１）食事代     １ 食 ６５０円（原材料費、調理にかかる費用を含む。） 

２）リハビリ教材費 １ヶ月 １００円 

３）喫茶代（自由） １ 回 １５０円 

４）その他必要に応じて自己負担が必要な場合もあります。（紙オムツ等） 

５）利用料の自己負担金は翌月１０日以降の請求書を確認した後にお支払下さい。 

また、利用料の自己負担金の未納が３ヶ月に及んだ場合、契約解消となり利用で

きなくなります。 

 

７．急病・事故等発生への対応 

 事業所は、利用者の来所利用中に急病・事故等が発生した場合は、緊急連絡を次のよう

に行います。 

１）利用者の家族へ連絡し、了解を得て主治医に連絡します。事業所より医療機関へ移

送した場合、ご家族は医療機関・病院等へ来てください。 

２）病状やけが等において緊急を要する時は、１１９番通報する等処置を行い医療機関

へ移送します。この場合、ご家族は連絡した医療機関に至急来ていただきます。 

３）その他急病・事故発生時はマニュアルにしたがって行います。 

 

８．非常災害への対応 

 非常災害（火災・地震・水害等）に備えて防災訓練を計画し、災害に備えると共に定期

的な避難訓練等を行います。 

 

９．虐待防止について 

 事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲

げるとおり必要な措置を講じます。 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者：出口 香里 
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② 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入

所者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

④ 虐待防止の指針を整備しています。 

⑤ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑥ サービス提供中に、当該施設従業者又は、養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

１０．利用契約（個人情報基本方針） 

１）当事業所は、利用者との間に利用契約を結び、サービスを利用する者とサービスを

提供する事業者との間に生じる利害関係や不正事を防ぎ、望ましいサービスの提供

を図る手段として行うものであります。 

２）利用者の皆様やそのご家族のプライバシー・情報等は厳守いたします。なお、当法

人個人情報に関する基本方針が平成１７年７月１日に定めてあります。 

３）契約の解約に際しては、サービス利用契約書第１８条に定める通りとします。 

 

１１．利用の変更・取り消し・中止・追加について 

１）利用者の都合により休まれる時は、利用予定日の前日までに申し出をして下さい。 

２）当日都合により休まれる時は、送迎・食事の都合がありますので８時００分までに

連絡して下さい。 

３）風水害や事業所内で感染症等が生じた場合など、利用日の変更をさせていただくこ

とがあります。 

 

１２．苦情受付について 

（１）当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付担当者  主任 山本 京 

○ 苦情解決責任者  事業所長 鍛野 優一 センター長 前川 和久 

○ 連 絡 先  電話 ０５９８－５８－３１２５ 

○ 受 付 時 間   月曜日～土曜日 午前９時～午後５時まで 

 

※面接による相談は、当センター事務所へお越し下さい。 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

聖ヨゼフ会松阪 

 第三者委員 

中西 直也委員  ０５９８－２５－１０２４ 

上永 裕之委員  ０９０－７５７０－３２５９ 

松阪市保健福祉部 

 介護高齢課 

所在地 三重県松阪市殿町１３４０番地の１ 

電話番号 ０５９８－５３－４０９０ 

三重県松阪地方県民局 

 保健福祉部 

所在地 三重県松阪市高町１３８ 

電話番号 ０５９８－５０－０５３２ 

 

１３．その他 

１）介護サービスについて当事業所（南勢カトリックデイサービスセンター）の「指定

通所介護」重要事項説明実施確認書に署名、捺印等をして確認をお願いします。 

２）本書５の（８）に記載の、通所介護計画書の作成、及びサービス提供上必要なため

「個人情報提供同意書」に署名、捺印をお願いします。 

３）個別介護サービスの提供として、対象者が個別機能訓練計画その他各計画に必要に

応じて同意された場合は、署名、捺印をお願いします。 

 

令和７年７月１日改定 


